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田万川地域巡回バス運転業務委託仕様書 

 

 

１．趣旨 

本仕様書は、田万川地域巡回バス運転業務の委託内容及び履行方法（以下「委託

業務」という。）について定める。 

 

２．事業運営に関する基本方針 

萩市（以下「市」という。）は、地域住民の移動手段を確保することを目的に、 

  田万川地域巡回バス（以下「バス」という。）の運行を行うものである。 

受注者は、次に掲げる基本方針に基づき運転業務を行うこととする。 

（１）関係法令等を遵守し、安全運行に万全を期すこと。 

（２）常に注意を持って運転業務を行うこと。 

（３）利用者の意見等について、運営への反映に努めるなど、バスを利用しやすいよ

うにサービス水準の維持、向上に努めること。 

（４）効率的かつ効果的な運営を行うこと。 

（５）個人情報を適切に保護すること。 

 

３．業務の内容 

（１）運行方法について 

① バスの利用者からの予約に応じて運行し、運賃を収受しない無償運送で行う。 

② 受注者は、バス利用者の予約受付業務を行う。 

③ 受注者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

④ 運行区域は、萩市田万川地域および萩市大字弥富下地区の一部（弥富診療セン

ター）とする。 

（２）委託業務期間について 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（３）運行日等について 

① 運行日は、土曜日、日曜日、祝日、及び１２月２９日から１月３日を除く日と

する。 

② 運行開始時刻は午前８時００分を原則とする。 

③ 地域住民等の移動手段の確保を図るため、受注者は上記を踏まえて、運行時間

や運行便数、その他利用者に対する配慮事項等について、市へ任意の様式で運

行計画を提案すること。 

（４）運転業務について 

① 受注者は、安全第一に運転業務を遂行し、確実、円滑に運行するため、運転者

の健康管理等に十分注意すること。 

② 受注者は、本業務に携わる運転者に対して安全運転の励行等を徹底するととも

に、運転業務の開始前と終了後の運行車輌の点検を行うこと。 

③ 事故発生時は、受注者の被害・加害を問わず、乗客の安否確認や救急対応等を

行うとともに、市の担当課へ連絡し、必要に応じて代替え運行が実施できるよ

う体制を整えること。 

④ 事故発生による費用は、受注者の責による事故の場合は、受注者が費用を負担
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する。 

なお、受注者の責めに帰すべき理由により、市又は第三者に損害を与えたと

き、受注者が加入する自動車保険で対応できないものについては、受注者が損

害賠償の責任を負うものとする。 

⑤ 事故発生時には、遅滞なく市の担当課に報告すること。 

⑥ 受注者は、不測の事態への対応を適切に行うこと。 

⑦ 苦情等への対応を適切に行うこと。 

⑧ バス運転者は、萩市のバスを運転していることを自覚し、安全運転及び親切丁

寧な対応に努めること。 

（５）運行車輌について 

① 運行車輌は、市が使用権利を有する車輌を受注者に貸与することとする。 

② 受注者は、市から貸与を受けた車輌の日常点検や清掃、燃料補給等の維持管理

を適切に行うこと。 

③ 車輌保管場所については、受注者が用意した場所を使用する他、市と協議の上

で市が用意した場所を使用することを可とする。 

【貸与車輛】ワゴン車（定員１０名）２台、ミニバン（定員８名）１台 

上記車輌が修繕等により、貸与が困難な場合においては、市が使用 

の権利を有する他の車輌を貸与する。 

 （６）予約受付業務について 

① 受注者は、萩市のバスを運行していることを自覚し、親切丁寧な受付対応に努

めること。 

② 予約の受付期間は、バス利用者が利用する１週間前から１時間前までとし、受

付時間は、平日の午前８時から午後４時までとする。 

③ 予約受付は、電話による受付を原則とし、予約受付に伴う電話は、市が携帯電

話を貸与する。 

（７）保険について 

  ① 自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償の

任意保険については市が加入する。 

  ② 運転者に対する補償保険については、受注者で加入すること。 

 

４．業務上の必要な手続等について 

（１）運行に関する書類の整備等 

① 受注者は、バスの運転者の安全な運転のための確認表（別紙様式１号）を作成

し、毎月１０日までに前月分を市の担当課へ提出すること。 

② バスの運転者は、乗務ごとに運行前点検表及び運行日報を任意の様式により作

成し、毎月１０日までに前月分を市の担当課へ提出すること。 

③ 事故が発生した場合、受注者は事故の記録（別紙様式２号）を作成し、市の担

当課へ提出すること。 

 

５．バスの運行費用について 

（１）バスの運行費用のうち、燃料代、オイル交換等の車輌維持費、タイヤ購入とタ

イヤ交換代、車両検査料、受付携帯電話の使用料、自賠責保険と運転者以外を

対象とする保険については市が負担し、これ以外の運行費用は受注者が負う。 
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なお、燃料給油とオイル交換、タイヤ交換は、市が指定する箇所で行うこと。 

（２）委託料の支払方法は、会計年度の四半期ごと若しくは毎月ごとに支払うことと

し、請求方法や支払時期は市と受注者との契約の上で定める。 

  

６．法令等の遵守 

バスの運転に当たり、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づかなければなら

ない。 

（１）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）及び道路交通法施行令（昭和３５年

政令第２７０号） 

（２）その他関係法令 

 

７．事業の継続が困難となった場合の措置 

（１）受注者の責めに期すべき事由による場合 

受注者の責めに期すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市

は事業の取消又はある一定の期間を設けて業務の全部若しくは一部停止をす

ることができるものとする。 

その場合、市に生じた損害は、受注者が賠償するものとし、次期事業者が円

滑かつ支障なく、バスの業務を遂行できるよう、引継を行うものとする。 

（２）その他の事由による場合 

不可抗力等、市及び受注者双方の責めに帰すことの出来ない事由により、業

務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとす

る。 

一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ事前に書面で通知すること

により当該事業契約を解除できるものとする。 

なお、この場合において受注者は次期事業者が円滑かつ支障なく、本業務を

遂行できるよう、引継を行うものとする。 

 

８．個人情報の保護 

本委託業務において、乗客の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）等の関係法令を遵守するとともに、その管理

には細心の注意を払うこと。 

 

９．その他協議事項 

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書の内容の解釈に疑義が生じた場合は

双方協議によりこれを定めるものとする。 


